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年 月 日 火曜日

山
生

機
関

山 口 県

漁
○
公国大大

○
選不

（定期）報

○
告生生生生 毎

第 号

医

療称

所

告

口
県
告
示
第
四
十
六
号

活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

か
ら
次
の
と
お
り
医
療
機
関
を
廃

平
成
二
十
二
年
二
月
九
日

船
損
害
等
補
償
法
第
百
十
二
条
第
一

告土
調
査
の
成
果
の
認
証
（
地
域
政
策

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
二

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一

管
告
示

在
者
投
票
の
で
き
る
病
院
の
指
定
に

目

次

示活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
医

活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
医
療
機

活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
介

活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
介
護
機

週
火
・
金
曜
日
発
行

機

関

在

地

示

第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の

止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

山
口
県
知

項
の
規
定
に
よ
る
同
意
（
水
産
振
興
課

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
商
政
課
）
…

項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
（
商
政

関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…

療
機
関
の
廃
止
の
届
出
（
厚
政
課
）
…

関
の
指
定
（
厚
政
課
）
…
…
…
…
…
…

護
機
関
の
廃
止
の
届
出
（
厚
政
課
）
…

関
の
指
定
（
厚
政
課
）
…
…
…
…
…
…

廃

止
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二
の
規
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よ
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、
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定
医
療
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井
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成
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…
…
…
…
…
…
…
二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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課
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…
…
…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
…
…
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…
…
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…
…
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一
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…
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…
一

平 成 年
月 日

（火曜日）

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五

介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護

名

称

主
た
る
事

の
所
在
地

株
式
会
社
ニ
チ
イ

学
館

東
京
都
千

神
田
駿
河

目
九

〃

〃

〃

〃
〃

山
口
県
告
示
第
四
十
九
号

山
口
県
告
示
第
四
十
八
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五

る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定

の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
二
年
二
月
九
日

居
宅
介
護
支
援
事
業

平
成
二
十
二
年
二
月
九
日

医

療

名

称

磯
部
薬
局
新
川
店

ゆ
ず
き
ち
薬
局

ア
イ
プ
ラ
ス
調
剤
薬
局
東
山
店

つ
つ
み
歯
科
医
院

山
口
県
告
示
第
四
十
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五

た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機

年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十

支
援
計
画
の
作
成
を
担
当
さ
せ
る

務
所

名

称

所

代
田
区

台
二
丁

ニ
チ
イ
ケ
ア
セ
ン

タ
ー
周
南

周目

ニ
チ
イ
ケ
ア
セ
ン

タ
ー
菊
川

〃六

年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十

に
よ
り
、
指
定
介
護
機
関
か
ら
次

山
口

者

居
宅
介
護
支
援

山
口

機

関

所

在

宇
部
市
西
本
町
一
丁
目
一
番
一

長
門
市
東
深
川
一
九
五
二
の
二

周
南
市
東
山
町
二
番
三
号

長
門
市
東
深
川
一
三
八
二
の
一

年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十

関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

一

四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

在

地

南
市
桜
木
三
丁

五
番
六
〇
号

平
成
二
一
、

一
一
、
三

大
字
下
上

四
四
の
一

〃

〃

〃

四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

の
と
お
り
介
護
機
関
を
廃
止
し
た

県
知
事

二

井

関

成

事
業
所

廃
止
年
月
日

県
知
事

二

井

関

成

指

定

年

月

日

地
六
号

平
成
二
一
、

七
、

一

平
成
二
二
、

一
、

〃

〃

平
成
二
二
、

一
、
一

九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

、 〇 す旨 一〃〃 八の

告

示



平

岩

成 年 月 日 火曜日

国
の
成

一国行名

山 口

由
（
三

（定期）県 報

学
館

山
漁

る
届

が
あ

第 号

居名
医
療

和
会

株
式

国

市

平
成
十
九
年
五
月
二
十
五

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十

土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律

果
を
次
の
と
お
り
認
証
し
ま
し
た

平
成
二
十
二
年
二
月
九
日

国
土
調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称
等

土
調
査
を

っ
た
者
の

称

国
土
調
査
を
行
っ

平
成
二
十
二
年
二
月
九
日

宇
加
入
区

公

三
）
国
土
調
査
の
成
果
の
認
証

神
田
駿
河
台
二
丁

目
九

口
県
告
示
第
五
十
号

船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七

出
を
審
査
し
た
結
果
、
次
の
加
入

っ
た
と
認
め
た
。

平
成
二
十
二
年
二
月
九
日

宅
介
護
支
援
事
業
者

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

法
人
社
団
生

周
南
市
大
字
湯
野

四
二
七
八
の
一

会
社
ニ
チ
イ

東
京
都
千
代
田
区

日
か
ら

三
日
ま
で

岩
国
市
地
籍
図

岩
国
市
地
籍
簿

第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二

。

山
口
県
知

た
期
間

成
果
の
名
称

山
口
県
知

告

タ
ー
徳
山

丁
目
一

号

年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十

区
に
つ
い
て
、
同
法
第
百
十
二

山
口
県
知

居
宅
介
護
支
援
事

名

称

所

居
宅
介
護
支
援
事

業
所
な
ご
や
か
熊

毛

周
南
市

丁
目
七

ニ
チ
イ
ケ
ア
セ
ン

〃

錦
町
須
川
の
一
部

項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
調
査

事

二

井

関

成

国
土
調
査
を
行
っ
た
地
域

事

二

井

関

成

五
番
一
一

一
二
、

〃

二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意

事

二

井

関

成

業
所

指
定
年
月
日

在

地

高
水
原
二

番
二
一
号

平
成
二
一
、

九
、

一

城
ケ
丘
三

〃

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十

名

称

株
式
会
社
イ
ズ
ミ

株
式
会
社
ベ
ス
ト
電
器

三

変
更
に
係
る
事
項

駐
輪
場
の
位
置

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十

五

変
更
年
月
日

ら
同
年
六
月
九
日
ま
で
の
間
、

お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま

平
成
二
十
二
年
二
月
九
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

ゆ
め
シ
テ
ィ

所
在
地

下
関
市
伊
倉

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所

二

認
証
年
月
日

平
成
二
十
二
年
二
月
九
日

（
三
四
）
大
規
模
小
売
店
舗
立

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関

当
該
届
出
及
び
経
済
産
業
省

長

門

市

平
成
十
九
年
五
月
二

平
成
二
十
一
年
三
月

美

祢

市

平
成
十
九
年
五
月
二

平
成
二
十
一
年
三
月

周

南

市

平
成
十
九
年
五
月
二

平
成
二
十
一
年
二
月

山
陽
小
野
田

市

平
成
十
九
年
五
月
十

平
成
二
十
一
年
二
月二

日

住

広
島
市
南
区
京
橋
町
二
番
二
二

福
岡
市
博
多
区
千
代
六
丁
目
二

一
日

山
口
県
商
工
労
働
部
商
政
課
及
び

す
。

山
口

及
び
所
在
地

新
町
三
丁
目
三
〇
一
四
の
一

並
び
に
代
表
者
の
氏
名

地
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

す
る
届
出
に
係
る
事
項
の
変
更
の

令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書

十
四
日
か
ら

二
十
三
日
ま
で

長
門
市
地
籍
図

長
門
市
地
籍
簿

十
五
日
か
ら

二
十
三
日
ま
で

美
祢
市
地
籍
図

美
祢
市
地
籍
簿

十
四
日
か
ら

十
八
日
ま
で

周
南
市
地
籍
図

周
南
市
地
籍
簿

一
日
か
ら

二
十
三
日
ま
で

山
陽
小
野
田
市

図山
陽
小
野
田
市

簿

所

代
表
者
の
氏

号

山
西

泰
明

番
三
三
号

深
澤

政
和

下
関
市
観
光
産
業
部
商
工
振
興
課

県
知
事

二

井

関

成

る
届
出

六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

類
は
、
平
成
二
十
二
年
二
月
九
日

日
置
上
及
び
日
置
中
の
各
一
部

大
嶺
町
東
分
の
一
部

大
字
湯
野
の
一
部

地
籍

地
籍

大
字
小
野
田
、
大
字
西
沖
、
赤

崎
二
丁
目
、
赤
崎
三
丁
目
、
赤

崎
四
丁
目
及
び
大
学
通
一
丁
目

の
各
一
部

二

名 に のか

公

告



平成 年 月 日 火曜日 山 口 県

山
不

十
三

（定期）報

政
課

一二

第 号

（
三大

二
十

下
松当

平
成
二
十
二
年
二
月
九
日

「
〃

大
字
仁
保
上
郷
四
二
七
」

選
挙
管
理

口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

在
者
投
票
の
で
き
る
病
院
の
指
定

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

及
び
下
松
市
経
済
部
産
業
観
光
課

平
成
二
十
二
年
二
月
九
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

ザ
・
モ
ー
ル
周
南
、

所
在
地

下
松
市
中
央
町
二
一

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項
は
な
い

五
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十

一
年
九
月
二
十
五
日
山
口
県
公
告

市
か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

該
意
見
は
、
平
成
二
十
二
年
二
月

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員

を
「
〃

仁
保
下
郷
一
九
一

委
員
会

第
七
号

に
関
す
る
告
示
（
平
成
十
年
山

す
る
。

に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し

山
口
県
知

在
地

星
プ
ラ
ザ

番
三
号

。 八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意

年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条

（
三
〇
九
）
に
係
る
大
規
模
小

九
日
か
ら
同
年
三
月
九
日
ま
で

長

上

符

正

顕

五
の
一
」
に
改
め
る
。

口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第

ま
す
。

事

二

井

関

成

見
の
聴
取

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り

の
間
、
山
口
県
商
工
労
働
部
商

三

選
挙
管
理
委
員
会



平
成
二

平
成
二
十
二
年
二
月
九
日
印
刷

十
二
年
二
月
九
日
発
行

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知
庁事


